
５ 広報まえばし

情
報
公
開
制
度
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
が
市
が
持
っ
て
い
る
情
報
（
行
政

情
報
）
の
公
開
を
求
め
る
権
利
を
保

障
す
る
も
の
。
市
の
活
動
を
説
明
す

る
こ
と
で
、
市
政
に
対
す
る
市
民
参

加
を
促
し
、
公
正
で
開
か
れ
た
市
政

の
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
が
目
的
で

す
。平

成
十
五
年
度
の
情
報
公
開
の
請

求
・
申
出
件
数
は
、
表
１
の
と
お
り

四
十
六
件
で
し
た
。
平
成
十
四
年
度

の
七
十
二
件
と
比
べ
る
と
二
十
六
件

減
少
し
て
い
ま
す
。
四
十
六
件
の
う

ち
全
部
を
公
開
し
た
も
の
は
二
十
一

件
、
部
分
公
開
を
し
た
も
の
は
十
九

件
で
し
た
。公
開
し
な
か
っ
た
の
は
、

印
影
や
個
人
名
、
住
所
、
電
話
番
号

な
ど
で
す
。

ま
た
、
主
な
情
報
公
開
請
求
の
内

容
は
、
表
２
の
と
お
り
で
す
。

請求から公開（開示）まで�
受　付�

（情報公開コーナー）�

検討・決定�
（担当課）�

公　開�
（開　示）�

不服申立て�
（情報公開コーナー）�

部分公開�
（部分開示）�

閲覧・写しの交付�
（情報公開コーナー）�

非公開�
（非開示）�

実施機関�

不服申立てに対する決定�

審査会� 諮問�

答申�

　市役所情報公開コー
ナーに備え付けの行政
情報公開（個人情報開
示等）請求書に必要事
項を記入し、提出します。�
※行政情報の公開請
求に限り電子メールな
どでも受け付けます。ま
た、個人情報の開示請
求は本人であることを
証明する物が必要です。�

　原則として受け付け
の翌日から15日以内に
公開（開示）または非
公開（非開示）を決め
て通知します。�

　非公開（非開示）な
どの決定に不服がある
ときは、処分があったこ
とを知った日の翌日から
数えて60日以内に、実
施機関に対して不服
申立てができます。　�

　市は、学識経験者で
構成する審査会の意
見を尊重して、不服申
立てについての決定
をします。�

情
報
公
開
制
度

市
政
へ
の
市
民
参
加
を
促
進

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
が
行

う
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

必
要
な
ル
ー
ル
を
定
め
、
自
分
の
情

報
を
見
た
り
、
正
し
く
改
め
た
り
す

る
権
利
を
保
障
す
る
も
の
。
個
人
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
、
公
正
で

開
か
れ
た
市
政
の
推
進
に
役
立
ち
ま

す
。平

成
十
五
年
度
の
個
人
情
報
の
開

示
請
求
・
申
出
件
数
は
、
表
３
の
と

お
り
六
十
九
件
。
平
成
十
四
年
度
の

六
十
四
件
と
比
べ
る
と
五
件
増
加
し

ま
し
た
。
請
求
の
あ
っ
た
六
十
九
件

の
う
ち
、
五
十
九
件
が
市
立
前
橋
高

校
の
入
学
試
験
の
科
目
別
得
点
を
本

人
に
開
示
し
た
も
の
で
、
こ
の
ほ
か

に
は
、
病
院
や
医
院
の
診
療
レ
セ
プ

ト
な
ど
の
請
求
が
あ
り
ま
し
た
。

個
人
情
報
保
護
制
度

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
り
ま
す

市
役
所
２
階
に
あ
る
情
報
公
開
コ

ー
ナ
ー
で
は
、
情
報
公
開
に
関
す
る

相
談
や
行
政
情
報
の
公
開
請
求
、
個

人
情
報
の
開
示
請
求
な
ど
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
請
求
は
窓
口
で
の
申

し
込
み
が
原
則
で
す
が
、
行
政
情
報

の
公
開
請
求
に
限
り
、電
子
メ
ー
ル
、

フ
ァ
ク
ス
、
郵
送
な
ど
で
も
受
け
付

け
ま
す
。

ま
た
、
市
が
作
成
し
た
刊
行
物
や

パ
ソ
コ
ン
も
用
意
。
書
籍
の
閲
覧
や

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
で

き
ま
す
。
コ
ピ
ー
が
必
要
な
人
は
、

コ
イ
ン
式
の
コ
ピ
ー
機（
一
面
十
円
）

が
設
置
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

請
求
や
閲
覧
の
ほ
か
相
談
も

「情報公開制度」

表２ 主な情報公開の請求

請求の内容 決定区分

単独保留地処分基準

平成15年度市町村分地方交付
税算定台帳

国民健康保険年齢別給付一覧
表

市から○○町自治会に支出し
た補助金などの額が分かる書
類

平成15年度生活保護法による
診療報酬明細書点検業務委託
契約書

公開

公開

公開

公開

部分公開
印影は偽造防止
のため非公開


